
行
動
計
画
等
に
よ
る

取
り
組
み
は
進
捗

　

２
０
２
２
年
６
月
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は

日
本
の
法
令
等
整
備
状
況
（
Ｔ
Ｃ
）

の
勧
告
２
（
国
内
関
係
当
局
間
の
協

力
）
に
つ
い
て
、
未
充
足
か
ら
充
足

水
準
へ
（
Ｐ
Ｃ
↓
Ｌ
Ｃ
）
と
評
価
を

引
き
上
げ
た
。
日
本
政
府
は
、
22
年

８
月
の
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互

審
査
の
報
告
書
公
表
に
「
マ
ネ
ロ
ン

・
テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策

政
策
会
議
」
を
立
ち
上
げ
、「
行
動

計
画
」（
図
表
１
）
を
公
表
し
て
お

り
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
評
価
さ

れ
た
。

　

ま
た
、
22
年
12
月
に
参
議
院
本
会

議
で
可
決
・
成
立
し
た
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

勧
告
対
応
法
」（
注
１
）
も
わ
が
国
の

法
整
備
を
後
押
し
す
る
。
同
法
は
六

つ
の
法
律
を
改
正
し
、
こ
れ
ら
の
改

正
事
項
は
、「
国
際
的
協
調
の
下
に

防
止
及
び
抑
止
が
図
ら
れ
る
べ
き
不

正
な
資
金
等
の
移
動
等
を
よ
り
一
層

効
果
的
に
防
止
し
、
及
び
抑
止
す

る
」
と
い
う
共
通
の
目
的
を
実
現
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容

は
相
互
に
密
接
に
関
連
し
、
一
つ
の

法
体
系
を
構
成
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
、
マ
ネ
ロ
ン
に
関

連
す
る
犯
罪
の
法
定
刑
を
引
き
上
げ
、

大
量
破
壊
兵
器
の
開
発
の
支
援
に
関

わ
っ
て
い
る
と
国
連
が
指
定
し
た
組

織
や
個
人
に
対
し
、
国
内
で
資
産
凍

結
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た

め
速
や
か
な
施
行
に
よ
っ
て
、
勧
告

５
（
テ
ロ
資
金
供
与
）、
勧
告
６

（
テ
ロ
リ
ス
ト
の
資
産
凍
結
）、
勧

告
７
（
拡
散
金
融
）
な
ど
、
複
数
の

Ｔ
Ｃ
項
目
の
評
価
引
き
上
げ
が
期
待

さ
れ
る
。
ま
た
、
暗
号
資
産
の
交
換

を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
、
利
用
者

の
氏
名
な
ど
の
情
報
を
確
認
し
事
業

者
間
で
の
通
知
義
務
（
ト
ラ
ベ
ル
ル

ー
ル
）
を
課
す
こ
と
で
、
資
金
の
流

れ
を
追
跡
し
や
す
く
な
る
。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
対
応
法
で

カ
バ
ー
さ
れ
な
い
課
題

　

し
か
し
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
対
応
法

は
Ｔ
Ｃ
項
目
の
す
べ
て
を
射
程
と
し

て
い
な
い
。
同
法
で
は
、
勧
告
８

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
悪
用
防
止
）、
勧
告
12

（
重
要
な
公
的
地
位
を
有
す
る
も
の
、

Ｐ
Ｅ
Ｐ
ｓ
）、
勧
告
24
（
法
人
の
実

質
的
支
配
者
）、
勧
告
25
（
法
的
取

極
の
実
質
的
支
配
者
）、
勧
告
22
・

23
・
28
（
非
金
融
特
定
事
業
者
＝
Ｄ

Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
）
に
対
応
す
る
法
令
改

正
を
含
ん
で
い
な
い
。
法
令
改
正
を

伴
わ
な
い
方
法
で
の
Ｔ
Ｃ
評
価
の
引

き
上
げ
は
、
戦
略
的
に
取
り
組
ま
な

い
と
相
当
厳
し
い
結
果
と
な
る
だ
ろ

う
。各

項
目
で
戦
略
的
な

取
り
組
み
が
必
要

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
相
互
審
査
で
は
、
す
べ

て
の
評
価
項
目
に
つ
い
て
一
気
に
合

格
水
準
を
目
指
す
の
は
現
実
的
で
な

く
、
各
国
の
法
制
度
や
直
面
し
て
い

る
リ
ス
ク
に
応
じ
て
対
応
も
変
わ
っ

て
く
る
。

　

し
か
し
、
第
５
次
相
互
審
査
で

「
通
常
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
を
目
指

す
な
ら
ば
、
Ｔ
Ｃ
の
重
要
勧
告
（
注

２
）
の
み
な
ら
ず
関
連
す
る
有
効
性

評
価
項
目
（
Ｉ
Ｏ
、
注
３
）
に
つ
い
て
、

さ
ら
な
る
官
民
で
の
取
り
組
み
が
必

要
だ
ろ
う
。
特
に
、
第
５
次
相
互
評

価
で
重
要
な
項
目
は
、
非
金
融
特
定

事
業
者
に
よ
る
リ
ス
ク
低
減
策
と
監

督
の
強
化
、
法
人
お
よ
び
法
的
取
極

（
信
託
等
）
の
実
質
的
支
配
者
の
透

ＫＰＭＧ／あずさ監査法人
金融アドバイザリー事業部　
エグゼクティブ・アドバイザー

尾崎 寛

日
本
の
マ
ネ
ロ
ン
対
策
、
次
の
一
手

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
相
互
審
査
後
の

日
本
の
取
り
組
み

【
連
載
】
第
６
回
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明
性
の
向
上
、
非
営
利
団
体
の
悪
用

防
止
と
い
っ
た
法
令
整
備
項
目
（
Ｔ

Ｃ
）
と
、
法
執
行
関
係
や
テ
ロ
資
金

供
与
、
拡
散
金
融
に
関
す
る
Ｉ
Ｏ
の

評
価
の
引
き
上
げ
に
つ
な
が
る
施
策

の
戦
略
的
な
取
り
組
み
が
必
要
に
な

る
。

　

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
は
、
違
法
な
活

動
の
資
金
源
を
絶
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

健
全
な
経
済
活
動
を
保
護
・
発
展
さ

せ
、
ま
た
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
を
構
築
す
る
と
い
っ
た
、

積
極
的
な
目
的
の
た
め
に
主
体
的
に

行
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ス
ク

に
応
じ
た
マ
ネ
ロ
ン
対
策
等
の
強
化

は
、
わ
が
国
の
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
地
位
向
上
の
た
め
に
も
重

要
だ
。
こ
う
し
た
積
極
的
な
理
念
と

目
的
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

今
年
は
わ
が
国
が
Ｇ
７
議
長
国
で

あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が

定
め
る
国
際
的
な
基
準
等
に
沿
っ
た

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
高
度
化
の
た
め
、

引
き
続
き
、
関
係
省
庁
と
官
民
が
一

丸
と
な
っ
て
、
主
体
的
に
取
り
組
み

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
。

（
本
稿
の
意
見
に
関
す
る
部
分
は
筆
者

の
個
人
的
見
解
で
あ
る
）

（
注
）１　

前
・
内
閣
官
房
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧

告
関
係
法
整
備
検
討
室
内
閣
参
事
官

野
村
宗
成
『
マ
ネ
ロ
ン
対
策
強
化
の

た
め
の
「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
対
応
法
」』

（
週
刊
金
融
財
政
事
情
23
年
２
月
14

日
号
）
参
照
。

２　

勧
告
３
（
資
金
洗
浄
の
犯
罪

化
）、
勧
告
５
（
テ
ロ
資
金
供
与
の

犯
罪
化
）、
勧
告
６
（
テ
ロ
資
金
供

与
に
関
す
る
金
融
制
裁
、
資
産
凍

結
）、
勧
告
10
（
顧
客
管
理
措
置
）、

勧
告
11
（
記
録
保
存
）、
勧
告
20

（
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
）
は
「
ビ

ッ
グ
シ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ば
れ
る
重
要

勧
告
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
三
つ

以
上
が
未
充
足
（
Ｎ
Ｃ
、
Ｐ
Ｃ
）
と

な
っ
た
場
合
は
、
要
監
視
対
象
国
と

な
る
。
日
本
は
第
４
次
相
互
審
査
に

お
い
て
、
勧
告
５
と
６
が
未
充
足

（
Ｐ
Ｃ
）
で
あ
る
。

３　

第
５
次
相
互
審
査
で
は
、
非
金

融
特
定
事
業
者
（
Ｄ
Ｎ
Ｆ
Ｂ
Ｐ
ｓ
）

の
監
督
と
事
業
者
の
リ
ス
ク
低
減
措

置
が
、
金
融
と
分
離
し
独
立
し
た
一

つ
の
有
効
性
評
価
項
目
に
な
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
。

ま
た
、
日
本
は
第
４
次
相
互
審
査
で
、

Ｉ
Ｏ
・
７
〜
11
の
法
執
行
に
関
す
る

五
つ
の
有
効
性
項
目
が
未
充
足
で
あ

り
、
こ
の
点
も
、
関
連
す
る
法
令
改

正
の
早
期
施
行
と
着
実
な
運
用
に
よ

っ
て
、
有
効
性
評
価
の
向
上
に
つ
な

が
る
対
応
が
期
待
さ
れ
る
。
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〔図表〕 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画の概要（抜粋）

項目 具体的な対応

① リスク評価および政策会議の設置
• 国のリスク評価書を刷新する。

• 「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置する。

② 金融機関等の監督強化 • 金融機関等に対するリスクベースでの検査監督を強化する。
• マネロン等対策に関する監督ガイドラインを更新・策定する。

③ 金融機関等のリスク理解向上とリ
スク評価の実施

• マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る義務の周知徹底を図る
ことで、金融機関等のリスク理解を向上させ、適切なリスク評価を実
施させる。

④ 金融機関等による継続的顧客管理
の完全実施

• 取引モニタリングの強化を図るとともに、期限を設定して、継続的顧
客管理などリスクベースでのマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
の強化を図る（金融庁マネロン・ガイドラインの対応期限は24年３月
末）。

⑤ 取引モニタリングの共同システム
の実用化

• 取引時確認、顧客管理の強化および平準化の観点から、取引スクリー
ニング、取引モニタリングの共同システムの実用化を図るとともに、
政府広報も活用して国民の理解を促進する。

⑥ 実質的支配者情報の透明性向上
• 商業登記所が株式会社の実質的支配者情報を保管し、その旨を証明す
る制度を開始する（22年１月から実施済み）。

• 当該情報の一元管理に向けた検討を実施する。

⑦ 資産凍結およびＮＰＯの悪用防止

•  大量破壊兵器拡散にかかわる居住者の資産凍結を実施する法制度の整
備について検討し、所要の措置を講じる。

• ＮＰＯに係るリスク評価を行い、リスクベースでモニタリングを実施
する。

（出所）　財務省公表資料から筆者作成。


